
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次期計画の策定スケジュール（案） 

 

 

 

男女共同参画社会基本法に基づく市町村基本計画であり 

次の法律に基づく市町村計画を包含 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

①現計画の概要 

めざす姿 ： 性別にかかわらず、一人ひとりの「幸せ」がかなうまち いばらき 

計画期間 ： 令和５（2023）年度から令和９(2027)年度までの５年間 

位置づけ ：  

 

 

 

② 次期計画の展開  

・ 令和６年に施行された「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律」に基づく項目の追加をする。 

・ 第６次男女共同参画基本計画、おおさか男女共同参画
プランとの整合性を図る。 

 
・ 学生を含めた幅広い市民および事業所を対象とした意
識調査を実施し、現状を踏まえた内容とする。 
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取組                         

審議会 
   ●  ●   ●  ●              

 

③ スケジュール 

資料３ 

1回目 

 
調査票 

 

２回目 

 
調査票 

 

３回目 

調査結果 

 

４回目 

 
結果まとめ 

調査票項目の検討 意識調査実施 

 

結果分析 結果まとめ 計画の骨子案作成 パブリックコメント 計画書作成 計画の素案作成 

４回程度実施し、計画の内容・素案検討 


